
書式第 12号 (法第 28条関係)

令和 2年度 事 業 報 告 書

特定ヨL菫型置動塗△_塑L乞谷通壁」壺艶塑聖ユ生塾

1 事業の成果
設立当初から続けて来た活動からの繋がりで、全国の活動参加者を中心に地元の活動を継続。災害時

も瞬時に現地との連携が取れ、関わりのない人でも参加できるよう募集形式にて受け入れている。募

集・活動報告を SNSで行い、現状を伝えつつ随時参加者を募り人脈を拡大。感染拡大防止のため移動

制限となるが、連携により現地をサポー ト。活動が制限される中、復興支援に関する公開講座の配信

など現況に合わせ直接の災害支援以外の活動も行つている。

2 事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

(1)被災者への義援金を広く募集し、これを速やかに被災者へ分配する事業

実施なし  事業費 0千円

(2)被災者及び被災地域が真に必要とする復興支援物資を募集 し、これを速やかに被災者及び
被災地域へ運搬する事業

実施なし  事業費 0千円

(3)被災地域での復興支援活動を行うボランティアを募集し、これを速やかに被災地域へ派遣する
事業

・令和2年7月豪雨災害 熊本県八代市 芦北町・坂本町浸水家屋災害支援

20200■06～ 08、 11～ 13 以降地元の方を中心に継続中
2021.04.24～ 25、 2021.05.01～ 05、 2021.05.30

他 九州 熊本地震・九州北部豪雨 からの継続 熊本県熊本市・南阿蘇町、福岡県朝倉市

・東日本大震災以降 継続支援 福島県いわき市

・令和元年台風 15号災害 継続支援 千葉県鋸南町

・令和元年台風 19号災害 継続支援 茨城県水戸市、栃木県矢板市、長野県長野市

事 業 報 告 用

・平成 30年 7月豪雨災害 継続支援 岡山県岡山市、愛媛県宇和島市、愛知県みよし市



幡ヶ谷再生大学公開講座

202009.29ネ ット配信 1

2020■ 022ネット配信 2

202011.19ネ ット配信 3

202■ 04.21ネット配信 4

災害と地方再生

生命と食と農、環境と地域再生

次世代おもしろテクノロジー

東北 10年

イベント会場で活動内容の説明、冊子の配布、チャリティーグッズの販売

202009.19～20 New Acoustic Camp群 馬県みなかみ町

2020.11.05 S60&Xmas E‖ een DJ presents ZASSO.な んば Hatch

2020.11■ 4～ 15 WAlメ INN FES!2020 NEO国 分 FUZZROCK鹿 児島県霧島市

2020.11.28 043CAL□NG 千葉 L00K

2021.2.22～ 23 PROUD GR00VE OSAKA 梅田 TRAD

202■ 0306～23石井麻木写真展 1日杉並第四小学校 (土日のみ)

202■ 03■ l SONG OF THE EARTH Jヴ ィレッジ 福島県櫓葉町

202■ 04■ 0～ 1l WALKINN FES!2021鹿 児島県霧 島市

202■ 05.5～ 16 ACO CHiLL CAMP 2020-2021静 岡県御殿場市

202■ 06.15～ 21 the LOW―ATUS旅鳥小唄ツアー 大阪・名古屋・札幌

202■ 06.24～ 27石井麻木写真展 心斎橋ビッグステップサウス

事業費 9, 441千 円

その他の事業

(1)今年度は実施なし



12 法 28

令和2年度

令和3年6月 30日現在

特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

令和 2年 7月 1日 から令和 3年 6月 30日 まで

特定非営利活動法人

幡ヶ谷再生大学復興再生部

円 )

(経常収支の部)

I 経常収入の部
1 会費・入会金収入
入会金収入
会費収入
2 事業収入
(1)義援金募集・分配事業
(2)復興支援物資募集運搬事業
(3)ボ ランティア活動事業
3 補助金等収入
地方公共団体補助金収入
民間助成金収入
4 寄付金収入

110,000 110,000

0

0

3,506,320

6 その他の事業会計からの繰入
経常収入合計

Ⅱ 経常支出の部
1 事業費
(1)義援金募集・分配事業
(2)復興支援物資募集運搬事業
(3)ボ ランティア活動事業

2 管理費
役員報酬
給与手当
福利厚生費
旅費交通費
消耗品費
租税公課
支払手数料・外注費
その他雑費

経常支出合計
経常収支差額

Ⅲ その他資金収入の部
1 固定資産売却収入

その他の資金収入合計
Ⅳ その他資金支出の部
1 固定資産取得支出

その他の資金文出合計

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

(正味財産増減の部)
V 正味財産増加の部
1 資産増加額
当期収支差額 (再掲 )

3,506,320

4,421,385 4,421,385

270 270
0

5,635,064
3,806,415 9,441,479

0

0

630,189
699,081
431,247
70,000
194,153
676,878 2,701,548

5 その他収入
利息収入他

-4,105,052

科
日

【 金 額

037 9758

12 143 027
052105・4



-4,105.052

36,478,241

32,373,189

2 負債減少額

増加額合計

Ⅵ 正味財産減少の部
1 資産減少額
当期収支差額 (再掲)(マイナスの場合)

2 負債増加額

減少額合計

当期正味財産増加額 (又は減少額 )

前期繰越正味財産額

当期正味財産合計

0

-4, 105.OS2 -4.105 052

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

(注記)・ ・・・・備考の 5を参照

(備考 )
1 用紙の大きさは、日本工業規格A列 4番とする。
2タイトルの年度の後の空欄部分には、「特定非営利活動に係る事業」、又はその他の事業を行う
場合にあっては、「その他の事業」と記載し、事業毎に区分して別葉として作成する。
3定款上、「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、前事業年度に実施しなかつた場合
でも収入支出0円の収支計算書を作成する。
4「事業費」とは、法人の事業の実施のために直接要する支出で、管理費以外のものをいい、会計
処理上は、事業の種類毎に区分して記載する。事業費の例としては、「OO事業費」(注 当該事
業の実施のために直接要する人件費・交通費等の費用が含まれる。)というように事業毎に記載

する。
5重要な会計方針等を計算書類に対する注記を欄外下に記載する。
(重要な会計方針とは、原価償却の方法及び資金の範囲等をいう。)
6管理費の支出規模 (管理費の合計)は、総支出額 (事業費及び管理費の総計)に占める割合の
2分の1以下であることが必要。(事業費>管理費)
(詳しくは東京都における運用方針参照のこと。)
7特定非営利活動促進法第5条第1項により、その他の事業において収益を生じたときは、これを
特定非営利活動のために使用しなければならないとあるので、その他の事業の収益は特定非

営利活動に係る事業会計に全額繰り入れることが必要。
(詳しくは東京都における運用方針参照のこと。)



書式第 11号 (法第 28条関係)

令和2年度    会計貸借対照表

令和 3年 6月 30日 現在

特定非営利活動法人 幡ヶ谷再生大学復興再生部

(単位 :円 )

科
日

【 金 額

I 資産の部

1 流動資産
現金預金

未収入金

流 動 資 産 合 計

2 固定資産
ソフトウェア

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金

流 動 負 債 合 計

2 固定負債

固 定 負 債 合 計

負 債 合 計

Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産

当期正味財産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

30,875,231

89,402

30,964,633

30,964,633

1,783,836

32,748,469

1,783,836

1,783,836

375,280

0

375,280

0

375,280

0

36,478,241

-4.105,052

32,373,189

32,748,469



書式第 10号 (法第 28条関係 ) (記載例 )

令和2年度   会計財産目録

令和 3年 6月 30日 現在

特定非営利活動法人 幡ヶ谷再生大学復興再生部

(単位 :円 )

科
日

【 金 額

I 資産の部
1 流動資産
現金予金

現金

普通預金 きらぼし銀行原宿支店
未収入金

未収全

流 動 資 産 合 計

2 固定資産
ソフトウェア

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
経費立替未払い

流 動 負 債 合 計

2 固定負債

固 定 負 債 合 計

負

　
　
正

債

　

味

合

　

財

計

　

産

748,512

30,126,719

89,402

30,964,633

1,783,836

30,964,633

1,783,836

32,748,469

375,280

375,280

375,280

375,280

32,373,189



書式第 18号 (法第 28条関係 )
事 業 報 告 用

年度年間役員名簿 Jl驚鷲εぢI槻高議呂,錦潔留ぎ認覇編
所並

特定非営利活動法人 幡ヶ谷再生大学復興再生部

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

Ci以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)
1イ各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役  名
どちらかにO

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間
(該 当者のみに記入)氏   名

1 理事 監 事

(ミ ヤタ トシロウ)

宮田 俊郎

令和 2年 7月 1日

令和 3年 6月 30日

年

年

月

月

H

日

2 理 事・監事
(キタジョウ ユウ)

優喜多條

令和 2年 7月 1日

令和 3年 6月 30日

年   月 日

日年   月

3 理事 監 事

(カマタ マリオ)

鎌田 真理雄

令和 2年 7月 1日

令和 3年 6月 30日

年  月  日

年  月  日

4 理 事・監事

(キタジョウ マコト)

喜多條 忠

令和 2年 7月 1日

令和 3年 6月 30日

年  月  ロ

年  月  ロ

5 理 事・監事
(カマクラ ヨシユキ)

鎌倉 良行

令和 2年 7月 1日

令和 3年 6月 30日

4:   月   I::

年  月  ロ

6 理 事 監 事

(カニエ ケンドウ)

蟹江 乾道

令和 2年 7月 1日

令和 3年 6月 30日

年  月  日

年  月  日

7 理事・監事
年

年

月   日

月   日

年

年

月

月

日

ロ

8 理事・監事
年

年

月

Л

日

日

年   月 日

曰年 月

9 理事・監事
年 刀

′l

日

n年

年  月  日

4=  月  日

10 理事・監事
年  '1  日

年  ′
'  
日

年   月 曰

n年   月



書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係 )
設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿 )

特定非営利活動法 幡ヶ谷再生大学復興再生部

氏   名

1 宇治 洋介

2 若松 貴三

3 山田 佳弘

4 堀 洋平

5 菅野 征太郎

6 宮田 俊郎

7 喜多條 優

8 鎌田 真理雄

9 喜多條 忠

10 鎌倉 良行

11 蟹江 乾道

12


